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日野市地域包括支援センター運営協議会設置要綱の一部改正について（報告） 

 

標題の件について、下記の新旧対照表のとおり改正を行いましたので報告するものです。 

なお、施行日は平成30年11月16日となります。 

 

記 
 

 

新旧対照表                         ＿は、改正部分を示す。 

 

 

新 旧 

第１条、第２条 略 第１条、第２条 略 

（組織） （組織） 

第３条 略 第３条 略 

(1) 市民委員（介護保険の被保険者） (1) 公募市民（介護保険の被保険者） 

(2)～(6) 略 (2)～(6) 略 

第４条 略 第４条 略 

（委員長及び副委員長） （委員長及び副委員長） 

第５条 略 第５条 略 

２ 会長は、委員の互選により定め、副会長

は委員の中から会長が指名する。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選による。 

３、４ 略 ３、４ 略 

（会議） （会議） 

第６条 略 第６条 略 

２～４ 略 ２～４ 略 

５ 会長は、必要があると認めるときは、委

員以外の者を運営協議会に出席させ、意見

を聴くことができる。 

５ 会長は、必要があると認めるときは、委

員以外の者を運営協議会に出席させ、意見

を聴くことができる。 

第７条、第８条 略 第７条、第８条 略 

（その他） （その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、運営

協議会の運営に関し必要な事項は会長が別

に定める。 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要

な事項は、          会長が別

に定める。 

付 則 略 付 則 略 


